
進路先について

進学

【福祉型カレッジ、福祉型大学校】
18歳以降（自治体判断により15歳以降も可）の障がいのある青年たちが、社会で活躍する力をつける
ための最長4年間の「福祉型カレッジ（福祉型大学校）」です。法制度上は障がい者総合支援法にもとづ
く自立訓練（生活訓練）事業と就労移行支援事業や就労継続支援B型事業などを組み合わせた多機能
型事業所となります。

＜主な学校＞ ゆたかカレッジ（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県など）
   カレッジまどか（静岡県）
  universal college CRECIO（大阪府）

全国に数多くできつつあります。

【専攻科】
高等部卒業後も引き続き教育を受けられる場です。

＜主な学校＞ 若葉高等学園（群馬県）
   いずみ高等支援学校※女子（宮城県）
   旭出学園（東京都）

【職業訓練校】
就職に必要な知識や技能を学んだり、PCの資格等の取得を目指したりして、職
業人として自立をするために必要な職業訓練を行います。

＜主な学校＞ 水戸産業技術専門学院 総合実務科（茨城県）

就職

【正社員】
雇用期間に定めのない契約です。一日８時間、週40時間が基本で、相応の体力やスキル、責任感が必
要となります。

• 基本的に公共職業安定所（ハローワーク）を通じた障害者雇用（障害者手帳が必須）です。
• 主な就職先、業種は、スーパーでの品出しや袋詰め等のバックヤード業務（小売業）、老人介護施設で

の清掃や事務補助（医療・介護）、工場でのライン作業（製造業）、飲食店での洗い場等バックヤード業
務（サービス業）等となります。

• 雇用形態は、正社員の場合もありますが、パート、契約社員等が多い傾向にあります。

【パート・契約社員等】
雇用の期限が半年や１年ごと等の有期の場合が多いです。障害者雇用の場合、勤務時間や日数は実態
に応じて相談しながら決定することもできます（要相談） 。また、一定の条件を満たすと、社会保険に

加入することができます。

＊特例子会社
障害者の雇用促進や安定した就業のために設立された会社です。一般的な企業と比べると、障害や特
性に対するサポート環境が整っています。

◇近隣の特例子会社◇
エフピコ愛パック株式会社 茨城工場（八千代町）、エフピコダックス株式会社 茨城選別工場（坂東市）、
ウエルシアオアシス株式会社（土浦市）、株式会社カスミみらい（土浦市）、アステラスグリーンサプライ株

式会社（つくば市）
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https://yutaka-college.com/
https://www.college-madoka.org/
https://crecio-college.com/universal-college-crecio
https://www.wakaba-y.jp/
https://www.izumi-shien.jp/
http://www.asahide.ac.jp/
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/misansen/kunren/index.html
https://www.fpco.jp/esg/societyeffort/handicap/ibaraki_factory.html
https://www.fpco.jp/esg/societyeffort/handicap/ibaraki_factory.html
https://www.w-oasis.co.jp/
https://kasumi-mirai.co.jp/


進路先について

障害福祉サービス 日中活動系サービス

【就労移行支援】
• 原則2年以内に障害者雇用での就職することを目指し、企業で働くための知識や能力向上のための

訓練が受けられます。
• 工賃は月1万円程度

【就労継続支援A型】
• 福祉施設と雇用契約（＊）を結び、障害理解のある福祉施設内で知識や能力向上のための訓練が受け

られます（利用期間制限なし） 。 ＊雇用契約→最低賃金が保障されます 2023年10月1日現在 茨城県 953円

• 給料は月６～７万円程度

【就労継続支援B型】
• 必要な支援を受けながら、福祉施設内の作業を通して働く知識や能力向上の継続的な訓練が受け

られます（利用期間制限なし） 。
• 工賃は月１～2万円程度
※アセスメントが必要
高等部卒業後すぐに就労継続支援B型を利用する場合は就労アセスメント（評価）が必要になります
（筑西市と桜川市の場合） 。 ※尚、就労継続支援A型については、R３年度より実施しなくてよいことに
なりました。

【生活介護】
• 食事やトイレ等の個別の支援を受けながら、人とのかかわりのなかで、作業訓練や生活訓練、創作的

活動等をとおして支援を受けながら、自分でできることを増やしていきます。

【自立訓練（機能訓練・生活訓練）】
• 地域で生活をしていく為に一定期間（１年半～２年）身体機能や生活能力を向上させるための訓練が

受けられます。

障害福祉サービス 居住系サービス

【共同生活援助（グループホーム）】
• 共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を受けら

れます。
• 家賃に応じて上限月1万円支給される（支給要件有）

〜 コーヒーブレイク 〜

＊本校でいうところの「福祉的就労」「一般就労」とは？！

＜福祉的就労＞
「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスを利用して働くこと。

＜一般就労＞
「障害者雇用促進法」に基づく障害者雇用枠を利用し、企業と雇用契約を結んで働くこと。
多くの場合はパート雇用。給料は月10万円程度。
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